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山口県もっと育休奨励金 Q&A 
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Ⅰ 対象となる事業者について 
 

 

 

 

Ａ１．「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録し、奨励金の対象となる育児休業を取得

した男性従業員の勤務する事業所が山口県内にあれば対象となります。 

 

 

 

 

Ａ２．要綱第４条の要件を満たす個人事業主であれば対象となります。 

 

 

 

 

 

Ａ３．対象となります。申請までに、「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録の手続き

をお願いします。 

 

 

 

 

 

Ａ４．対象事業者は、要件を満たす法人及び個人であり、事業所単位で申請することはで

きません。 

 

 

 

 

 

Ａ５．申請可能です。 

なお、他の奨励金等において併給が禁じられている場合がありますので、事前に支給元

の自治体にご確認ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１．本社が山口県外にありますが、対象となりますか。 

Ｑ２．個人事業主も対象となりますか。 

Ｑ３．「やまぐち“とも×いく”応援企業」にまだ登録していませんが、男性の育児休

業取得実績に応じた奨励金について、申請までに登録すれば対象となりますか。 

Ｑ４．県内に複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所において支給額の上限ま

で申請することは可能ですか。 

Ｑ５．既に国や他の自治体から、男性の育児休業に関する奨励金等を受給している場

合でも申請することは可能ですか。 



- 2 - 
 

Ⅱ 対象となる取組について 
 
＜要綱別表①―２ 育休取得推奨の取組強化加算＞ 
 
 

 

 

 

 

 

Ａ６. 要綱別表①―１と①―２は同時に申請をお願いします。申請期限内に①―１及び①

－２の取組を行い、申請期限内に申請をお願いします。（１事業者１回限りの申請になりま

すのでご注意ください。） 

 

 

 

 

 

 

Ａ７. 取組強化の例 

(a)手当等の支援策を規定 → 手当等の増額や、手当支給範囲の拡大等 

(b)法を上回る介護休暇や看護休暇、フレックスタイム等の導入 → 休暇日数の増加等 

(c)取組の目標値 → 現在の目標値を超える目標値を設定 

 

 

     

 

 

 

Ａ８．育児休業取得者の業務の代替にかかる職務内容の評価として支払うものをいい、名 

称は問いません。（例：職場応援手当、業務代替手当、特別業務手当 等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ９．対象となりません。業務の代替にかかる職務内容を評価して支払うものを想定して

おり、労働時間に対して支払う手当は対象となりません。 

 

 
 
 
 

Ｑ６．「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録直後に、要綱別表①―１（育休取得

を推奨する計画策定）の奨励金の申請を行い、奨励金を受給しましたが、その後要綱

別表①―２の取組強化を行った場合は、要綱別表①―２（取組強化加算）の申請がで

きますか。 

Ｑ７．要綱別表①－2 の(a)～(c)の取組に既に取り組んでいる場合、取組強化とは具体

的にどのようなものをさしますか。 

Ｑ８．「育休取得者の業務を代替する対価としての手当」とは具体的にどのようなもの

をさしますか。 

Ｑ９．業務の代替により新たに発生した労働時間に対して支給する手当（時間外勤務

手当等）は、「育休取得者の業務を代替する対価としての手当」になりますか。 
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＜要綱別表② 男性の育児休業取得者への手当奨励金＞ 
 

 

 

 

 

Ａ10．育児休業取得者に対し、育児休業の取得による収入減を補填することを目的として 

支払うものをいい、名称は問いません。（例：育休手当金、育休応援金 等） 

 

 

 

 

 

Ａ11．育児休業給付金と育児休業給付金の算定基準となる賃金月額の８０％の差額の範囲 

で対象となります。 

 

＜要綱別表③ 男性の長期の育児休業取得奨励金＞ 
 

 

 

 

 

Ａ12．要綱第５条の要件を満たす男性従業員が、通算 90日以上の育児休業を取得していれ

ば対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１0．「手当」とは具体的にどのようなものをさしますか。 

Ｑ１1．育児休業取得者に対し、育児休業給付金への上乗せとして給与を支給した場合

は対象となりますか。 

Ｑ１2．要綱別表①―２、②の取組を実施していなくても対象となりますか。 
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Ⅲ 対象となる労働者について 
 

 

 

 

 

 

Ａ13．対象となる親族が労働基準法第９条に規定する労働者であり、雇用保険の被保険者 

として雇用している場合は対象となります。 

 

 

 

 

 

 

Ａ14．会社の役員（取締役、監査役、執行役 等）は労働基準法第９条に定める労働者に該 

当しないため、対象となりません。 

 

 

 

 

 

 

Ａ15．在籍型出向中の労働者は、出向元企業のいずれか一方から申請してください。 

なお、同一の労働者について、出向元企業・出向先企業双方から重複申請することはで

きません。 

 

 

 

 

 

 

Ａ16．対象となります。労働者の居住地は問いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ1３．親族で会社を経営している場合で、親族が育児休業を取得した場合でも対象と

なりますか。 

Ｑ1４．会社の役員が育児休業を取得した場合は対象となりますか。 

Ｑ1５．在籍型出向中の労働者が育児休業を取得した場合、出向元企業または出向先企

業どちらから申請すればよいですか。 

Ｑ1６．県内の事業所に勤務している労働者が県外に居住している場合でも対象となり

ますか。 
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Ⅳ 手当奨励金や長期の育児休業取得奨励金の対象となる男性の
育児休業について 
 

 

 

 

 

Ａ17．育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（産後パパ育休を含む）が対象 

となります。（要綱第２条） 

なお、以下の休暇等は対象とならないため、対象となる育児休業の日数に換算すること

はできません。 

・特別休暇（育児目的休暇、忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇 等） 

・年次有給休暇 

 

 

 

 

 

Ａ18．育児休業は子の出生予定日から取得することができるため、出生予定日より遅く出 

生した場合は、出生予定日から出生日の間の育児休業も対象となります。 

 

 

 

 

 

Ａ19．対象の育児休業として換算することができます。 

なお、Ａ17に記載している休暇等は換算できませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

Ａ20．育児・介護休業法では、例外的に一時的な就労（産後パパ育休における就労を含む） 

を認めていますが、就労した日は対象の育児休業に換算できません。 

なお、連続した育児休業とみなしますので、申請書への記載にあたって、一時的就労の

前後の育児休業を分割して記載する必要はありません。 

  

 

 

 

 

Ａ21．職場復帰した日が属する年度において支給対象となります。 

 

 

Ｑ１７．対象となる育児休業の種類 

Ｑ１８．出産予定日から育児休業を取得しましたが出産日が予定日より遅れました。 

この場合、出産日以前に取得した育児休業は対象となりますか。 

Ｑ１９．育児休業期間中に含まれる休日・祝日等は対象となりますか。 

Ｑ２０．育児休業期間中に一時的に就労した場合は対象となりますか。 

Ｑ２１．年度をまたいで育児休業を取得した場合は、どのように申請すればよいです

か。 
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Ａ22．対象となります。 

奨励金の申請は、労働者の育児休業ごとに申請していただくため、第２子の出生等を理

由に、同一労働者が複数回目の育児休業を取得した場合でも申請可能です。 

 

 

 

 

 

 

Ａ23．対象となります。 

Ａ22 と同様、奨励金の申請は、労働者の育児休業ごとに申請していただくため、同 

一労働者が複数回取得した場合は、それぞれの育児休業について申請可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２２．労働者が第１子出生時に育児休業を取得し、奨励金を申請･受給した場合にお

いて、同一の労働者が第２子出生時に育児休業を取得した場合は対象となりますか。 

Ｑ２３．労働者が育児休業を取得し、奨励金を申請･受給した場合において、同一の労

働者が当初の育児休業取得時には想定していなかった２回目の育児休業を取得した場 

合は対象となりますか。 
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Ⅴ 申請手続きについて 
 

 

 

 

 

Ａ24．要綱別表①―１（育休取得を推奨する計画策定）、①―２（取組強化加算）について

は、「やまぐち“とも×いく”応援企業」の初回の登録時から４カ月以内に同時に申請して

ください。（要綱第７条第１項） 

 また、②（男性の育児休業取得者への手当奨励金）、③（男性の長期の育児休業取得奨励

金）については、育児休業を取得した労働者が「職場復帰をした日」の翌日から４か月以

内に提出してください。 

  

 

 

 

 

Ａ25．分割取得した育児休業のうち、最後の育児休業が終了し、職場復帰をした日をいい 

ます。 

 

 

 

 

 

Ａ26．「職場復帰をした日」は、実際に勤務した日であり、育児休業終了日に連続して定休

日や年次有給休暇等の取得がある場合は、当該休日･休暇等が終了し、実際に勤務した日が

「職場復帰をした日」となります。 

 

 

 

 

 

Ａ27．審査の関係上、各労働者の育児休業ごとに申請いただく必要があるため、お手数で

すが、各労働者の育児休業ごとに申請をお願いします。 

 

 

 

 

Ｑ2４．申請はいつまでに行う必要がありますか。 

Ｑ2５．分割取得した場合、「職場復帰をした日」はどのように考えればよいですか。 

Ｑ2６．育児休業終了日に連続して定休日や年次有給休暇等の取得がある場合、「職場

復帰をした日」はどのように考えればよいのですか。 

Ｑ2７．複数の労働者が育児休業を取得した場合は、一つの申請書にまとめて申請して

もよいですか。 


